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1．山部会出席者について 

【個人・市民団体】市民会議山部会 稲垣部会長、黒田副部会長、大島副部会長 計３名 

【関係団体】根羽、恵南、豊田、岡崎の森林組合 計４団体 

【関係市町村】平谷村、根羽村、恵那市、豊田市、岡崎市 計５市村 

 

2．川部会出席者について 

【個人・市民団体】市民会議川部会 硲部会長、光岡副部会長、小澤副部会長、本守氏、阿部氏 

計５名 

【関係団体】明治用水土地改良区、豊田土地改良区、中部電力(株)岡崎支店、矢作川漁業協同組

合 計４団体 

【関係市町村】豊田市、岡崎市、安城市 計３市 

 

3．海部会出席者について 

【個人・市民団体】市民会議海部会 井上部会長、高橋副部会長、鈴木副部会長 計３名 

【関係団体】西三河漁業協同組合、東幡豆漁業協同組合 計２団体 

【関係市町村】西尾市、碧南市 計２市 

 

 

 
 流域圏懇談会規約には参加人数の規定はないが、運用上、市民・関係団体・市町村は、山

川海部会ごとに２名/各階層（各部会で２名×３階層＝６名/部会）で設定することを設立

総会にて確認している。 
 ただし、これは設立当初に活動展開を想定したものであり、懇談会を運営する中で柔軟に

対応していくものと考えている。 
 一方、これまでの活動経緯を踏まえ、３年目となる活動にあたっては、地域部会が主体と

なり、参加者が一堂に会して課題解決に向けた活動をスタートしており、課題解決に向け

た機運が高まっている。 
 そのため、「第１回全体会議」では、このような機運を損なわないため、山川海部会座長

より、参加定員の増減についての要請があったため、会議冒頭で了解を得るものとした。 
 なお、今年度は、各部会における課題解決に向けた活動が始まったところであり、活動が

一定程度、定着してきた段階において、参加人数等の更新を行うものとする。 
 第２回全体会議においても同様の扱いとする。 

第１回全体会議の決定事項 
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